様式第１号（第２条関係）
年　　　月　　　日

浦　添　市　長　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　：
名　称　：
氏　名　：　　　　　　　　　　　　㊞
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、
　名称及び代表者の氏名

浦添市家庭的保育事業等認可申請書


児童福祉法第34条の15第2項の規定により、下記のとおり家庭的保育事業等の認可を受けたいので、別添「家庭的保育事業等実施計画書」を添えて申請します。


記

1　　事業所名　：


2　　事業所所在地　：


3　　認可定員　：


4　　事業開始予定日　：


※別添「家庭的保育事業等実施計画書」には、各実施事業に対応する付表及び添付書類を添付すること。

別添

家庭的保育事業等実施計画書

	事業所名
	

	事業者名
	

	事業所所在地
	

	
	電話
	FAX

	
	メール

	管理者名
	

	開所日
	□ 月～金　□ 土曜日　□ 日曜日　□ 祝休日

	開所時間等
	開所時間
	月～金
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	土曜日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	日曜日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	祝休日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	延長時間
	月～金
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	土曜日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	日曜日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	
	
	祝休日
	　　時　　分～　　時　　分　（　　時間）

	実施する家庭的保育事業等の区分
（該当するものに○を記入）
	実施事業
	区分
	添付する付表

	
	
	家庭的保育事業
	付表1

	
	
	小規模保育事業A型
	

	
	
	小規模保育事業B型
	

	
	
	小規模保育事業C型
	

	
	
	小規模型事業所内保育事業
	付表2

	
	
	保育所型事業所内保育事業
	

	
	
	居宅訪問型保育事業
	付表3

	事業開始予定日
	　　　　　年　　　月　　　日




付表１

家庭的保育事業・小規模保育事業の認可に係る記載事項

	認可定員
	0歳児
	1歳児
	2歳児
	計

	
	
	
	
	

	利用定員
（見込み）
	0歳児
	1歳児
	2歳児
	計

	
	
	
	
	

	職員数
（内訳）
	計　　　　名

	
	管理者　　名、保育士　　名、看護師・保健師　　名、保育従事者（指定研修受講済）　　名、保育従事者（指定研修未受講）　　名、調理員　　名、事務員　　名、その他　　名

	施設
	建物
	構造
	　　造　　　　階の　　　階部分

	
	
	面積
	敷地面積　　　　㎡、事業所の専有面積　　　　㎡

	
	
	所有
	敷地
	· 自己所有　　□　賃貸

	
	
	
	建物
	· 自己所有　　□　賃貸

	
	屋外遊戯場
	· 敷地内　　　　　㎡（□　自己所有　□　賃貸）

	
	
	· 近隣公園等（　　　　公園）、道のり　m、　㎡

	連携施設
	· 設定済み　□　未設定　　

	
	施設名
	

	
	設置者名
	

	
	施設類型
	· 保育所　□ 幼稚園　□ 認定こども園

	
	所在地
	

	
	連携内容
（該当するものに○を記入）
	
	利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

	
	
	
	必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供すること。

	
	
	
	当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

	連携施設
（続き)
	未設定の場合、設定の見込み、設定に向けた取り組み内容を記載
	

	食事の提供
	提供方法
	· 1
	自園調理

	
	
	· 2
	外部委託業者による自園調理

	
	
	· 3
	連携施設からの搬入

	
	
	· 4
	同一、関連法人が運営する小規模保育事業所、事業所内保育事業所、社会福祉施設、医療機関からの搬入

	
	
	· 5
	その他（　　　　　　　　　　　　　）

	
	（提供方法が
２～５の場合）
	委託、搬入事業者名
	

	
	
	事業実施主体との関係
	

	
	
	搬入施設名
	

	
	
	搬入施設類型
	

	
	
	調理担当職員
（委託、搬入事業所）
	栄養士　　　　名

	
	
	
	調理師　　　　名

	
	
	
	その他　　　　名

	
	
	（衛生面、栄養面、アレルギー児の対応方法）






	
	
	（加熱、保存等の調理機能を有する設備を記載）






	
	（提供方法が
５の場合）
	（自園調理への移行計画等を具体的に記載）





	非常災害
	（避難及び消火訓練の実施計画、回数等）

	衛生管理等
	備え付けの医療品
その他の医療品
	

	
	（衛生管理等に関する方針等）

	健康管理等
	乳幼児の健康診断
	· 嘱託員による実施

	
	
	· 医療機関による実施
（実施医療機関名：　　　　　　　　　　）

	
	
	実施回数：入所時　　　回、　　年　　　回

	
	職員の健康診断
	実施医療機関名：

	
	
	実施回数：

	
	調理員の検便
	実施機関名

	
	
	実施回数：

	備える帳簿
	職員に関するもの
	

	
	財産に関するもの
	

	
	収支に関するもの
	

	
	利用乳幼児の処遇の状況を明らかにするもの
	

	
	その他
	

	苦情への対応
	（苦情に迅速かつ適応に対応するための措置を記入）








付表添付書類一覧表
□1　法人概要書（別紙１、法人の場合のみ）
□2　経営者一覧表（別紙２）
□3　経営者履歴書（別紙３）
□4　実務を担当する幹部職員履歴書（別紙３、経営者と重複する場合省略可）
□5　職員体制計画書（別紙４）
□6　配置職員シフト表（別紙５）
□7　資格・研修修了証明書（有資格者、指定研修受講者）
□8　嘱託医就任同意書
□9　事業所位置図（付近の代替地を園庭として利用する場合には道のり等を明記）
□10　施設平面図
□11　各室面積表（別紙６）
□12　土地、建物の登記簿謄本
□13　建物の建築検査済証の写し（建築物台帳等記載事項証明書でも可）
□14　耐火建築物等であることを証する資料（２階以上の保育室等の場合）
□15　賃貸借契約書の写し（賃貸借による事業実施の場合）
□16　連携施設との連携協定書、契約書の写し（設定済みの場合）
□17　事業実施初月の献立表案
□18　調理業務委託契約書等の写し（外部委託及び搬入施設からの搬入の場合）
□19　保育所保育指針に基づく保育課程に準じたもの
□20　法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（法人の場合）
□21　法人の定款又は寄付行為（法人の場合）
□22　経営者の住民票（居住市町村）及び身分証明書（本籍地市町村）（個人の場合）
□23　運営規程、就業規則（従業員が10名未満の場合は就業規則に類するもの）
□24　直近３年の決算書類又は確定申告書
（家庭的保育事業等に移行する事業以外の事業を実施している場合）
□25　年間事業費の12分の1以上に相当する額を有していることを証明する書類
（金融機関発行の残高証明書又は通帳の写し）
□26　児童福祉法第34条の15第３項第４号の規定に該当しない旨の誓約書（別紙７）
□27　認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
（届出対象の認可外保育施設が本申請に係る事業に移行する場合）


付表２

事業所内保育事業の認可に係る記載事項

	委託を行う法人名及び主たる事務所（事業の実施を委託する場合）
	

	従業員枠の対象事業所及び所在地
	

	認可定員
	区分
	0歳児
	1歳児
	2歳児
	3歳児
	4歳児
	5歳児
	計

	
	雇用する労働者の乳幼児
	
	
	
	
	
	
	

	
	地域の
乳幼児
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	利用定員
（見込み）
	区分
	0歳児
	1歳児
	2歳児
	3歳児
	4歳児
	5歳児
	計

	
	雇用する労働者の乳幼児
	
	
	
	
	
	
	

	
	地域の
乳幼児
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	
職員数
（内訳）

	計　　　　名

	
	管理者　　名、保育士　　名、看護師・保健師　　名、保育従事者（指定研修受講済　　名、保育従事者（指定研修未受講）　　名、調理員　　名、事務員　　名、その他　　名

	施設
	建物
	構造
	　　造　　　　階の　　　階部分

	
	
	面積
	敷地面積　　　　㎡、事業所の専有面積　　　　㎡

	
	
	所有
	敷地
	· 自己所有　　□　賃貸

	
	
	
	建物
	· 自己所有　　□　賃貸

	
	屋外遊戯場
	· 敷地内　　　　　㎡（□　自己所有　□　賃貸）

	
	
	· 近隣公園等（　　　　公園）、道のり　m、　㎡

	連携施設
	· 設定済み　□　未設定　　

	
	施設名
	

	
	設置者名
	

	
	施設類型
	· 保育所　□ 幼稚園　□ 認定こども園

	
	所在地
	

	連携施設
（続き)
	連携内容
（該当するものに○を記入。）
	
	利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

	
	
	
	必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供すること。

	
	
	
	当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること

	
	未設定の場合、設定の見込み、設定に向けた取り組み内容を記載
	

	
















食事の提供











食事の提供
（続き）
	提供方法
	· 1
	自園調理

	
	
	· 2
	事業場に付属して設置する炊事場での調理

	
	
	· 3
	外部委託業者による自園調理

	
	
	· 4
	連携施設からの搬入

	
	
	· 5
	同一、関連法人が運営する小規模保育事業所、事業所内保育事業所、社会福祉施設、医療機関からの搬入

	
	
	· 6
	その他（　　　　　　　　　　　　　）

	
	（提供方法が
３～６の場合）
	委託、搬入事業者名
	

	
	
	事業実施主体との関係
	

	
	
	搬入施設名
	

	
	
	搬入施設類型
	

	
	
	調理担当職員
（委託、搬入事業所）
	栄養士　　　　名

	
	
	
	調理師　　　　名

	
	
	
	その他　　　　名

	
	
	（衛生面、栄養面、アレルギー児の対応方法）




	
	
	（加熱、保存等の調理機能を有する設備を記載）




	
	（提供方法が６の場合）
	（自園調理への移行計画等を具体的に記載）





	非常災害
	（避難及び消火訓練の実施計画、回数等）

	衛生管理等
	備え付けの医療品　　　　　　　　その他の医療品
	

	
	（衛生管理等に関する方針等）

	健康管理等
	乳幼児の健康診断
	· 嘱託員による実施

	
	
	· 医療機関による実施
（実施医療機関名：　　　　　　　　　　）

	
	
	実施回数：入所時　　　回、　　年　　　回

	
	職員の健康診断
	実施医療機関名：

	
	
	実施回数：

	
	調理員の検便
	実施機関名

	
	
	実施回数：

	備える帳簿
	職員に関するもの
	

	
	財産に関するもの
	

	
	収支に関するもの
	

	
	利用乳幼児の処遇の状況を明らかにするもの
	

	
	その他
	

	苦情への対応
	（苦情に迅速かつ適切に対応するための措置を記入）


付表添付書類一覧表（事業の実施主体となる法人等の書類を提出）
□1　法人概要書（別紙１、法人の場合のみ）
□2　事業所内保育事業の実施に係る委託契約書、協定書等（共同利用、委託実施の場合）
□3　経営者一覧表（別紙２）
□4　経営者履歴書（別紙３）
□5　実務を担当する幹部職員履歴書（別紙３、経営者と重複する場合省略可）
□6　職員体制計画書（別紙４）
□7　配置職員シフト表（別紙５）
□8　資格・研修修了証明書（有資格者、指定研修受講者）
□9　嘱託医就任同意書
□10　事業所位置図（付近の代替地を園庭として利用する場合には道のり等を明記）
□11　施設平面図
□12　各室面積表（別紙６）
□13　土地、建物の登記簿謄本
□14　建物の建築検査済証の写し（建築物台帳等記載事項証明書でも可）
□15　耐火建築物等であることを証する資料（２階以上の保育室等の場合）
□16　賃貸借契約書の写し（賃貸借による事業実施の場合）
□17　連携施設との連携協定書、契約書の写し（設定済みの場合）
□18　事業実施初月の献立表案
□19　調理業務委託契約書等の写し（外部委託及び搬入施設からの搬入の場合）
□20　保育所保育指針に基づく保育課程に準じたもの
□21　法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（法人の場合）
□22　法人の定款又は寄付行為（法人の場合）
□23　経営者の住民票（居住市町村）及び身分証明書（本籍地市町村）（個人の場合）
□24　運営規程、就業規則（従業員が10名未満の場合は就業規則に類するもの）
□25　直近３年の決算書類又は確定申告書
（家庭的保育事業等に移行する事業以外の事業を実施している場合）
□26　年間事業費の12分の1以上に相当する額を有していることを証明する書類
（金融機関発行の残高証明書又は通帳の写し）
□27　児童福祉法第34条の15第３項第４号の規定に該当しない旨の誓約書（別紙７）
□28　認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
（届出対象の認可外保育施設が本申請に係る事業に移行する場合）


付表３

居宅訪問型保育事業の認可に係る記載事項

	職員数
（内訳）
	計　　　　名

	
	管理者　　　名、保育士等　　　名、その他　　　名

	提供する保育（該当するものに○を記入）
	
	（1）
	障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

	
	
	(2)
	子ども・子育て支援法第34条第５項又は第46条第５項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

	
	
	(3)
	児童福祉法第24条第６項に規定する措置に対応するために行う保育

	
	
	(4)
	母子家庭等の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保育

	居宅訪問型保育連携施設
（「提供する保育」欄で（1）を選択した場合のみ記入。）
	施設名
	

	
	設置者名
	

	
	所在地
	

	
	（具体的な連携内容）







	衛生管理等
	備え付けの医薬品その他の医療品
	

	
	（衛生管理等に関する方針等）







	健康管理等
	職員の健康診断
	実施医療機関名：

	
	
	実施回数：

	
	調理員の検便
	実施機関名：

	
	
	実施回数：

	備える帳簿
	職員に関するもの
	

	
	財産に関するもの
	

	
	収支に関するもの
	

	
	利用乳幼児の処遇の状況を明らかにするもの
	

	
	その他
	

	苦情への対応
	（苦情に迅速かつ適切に対応するための措置を記入）


付表添付書類一覧
□1　法人概要書（別紙１、法人の場合のみ）
□2　経営者一覧表（別紙２）
□3　経営者履歴書（別紙３）
□4　実務を担当する幹部職員履歴書（別紙３、経営者と重複する場合省略可）
□5　職員体制計画書（別紙４）
□6　資格・研修終了証明（有資格者、指定研修受講者）
□7　事業所位置図、平面図
□8　居宅訪問型保育連携施設との連携協定書、契約書の写し
□9　居宅訪問型保育事業の事業内容を示したもの
□10　保育所保育指針に基づく保育課程に準じたもの
□11　法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（法人の場合）
□12　法人の定款又は寄付行為（法人の場合）
□13　経営者の住民票（居住市町村）及び身分証明書（本籍地市町村）（個人の場合）
□14　運営規程、就業規則（従業員が10名未満の場合は就業規則に類するもの）
□15　直近３年の決算書類又は確定申告書
（家庭的保育事業等に移行する事業以外の事業を実施している場合）
□16　年間事業費の12分の1以上に相当する額を有していることを証明する書類
（金融機関発行の残高証明書又は通帳の写し）
□17　児童福祉法第34条の15第３項第４号の規定に該当しない旨の誓約書（別紙７）


別紙１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

法人概要書

	法人名
	

	代表者名
	

	設立年月日
	

	主たる事務所
	

	法人の沿革
	

	主な事業内容
	

	福祉関係の事業実績
	




別紙２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

経営者一覧表

	
	職名
	氏名
	年齢
	職業
	住所

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	




別紙３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

（経営者・実務を担当する幹部職員）履歴書

	フリガナ
	

	氏名
	

	現住所
	

	現職
	

	職歴等

	期間
	勤務先等
	勤務内容

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	年　　月～　年　　月
	
	

	資格等（社会福祉、幼児教育関係）

	資格の種類
	資格取得年月日
	資格番号等

	
	年　　月　　日
	

	
	年　　月　　日
	

	
	年　　月　　日
	



※認可外保育施設での勤務経験を「社会福祉事業に関する知識又は経験」として申請する場合には、勤務先等の欄に当該施設の証明書交付年月日を併せて記載すること。
※雇用保険法施行規則（昭和50年3月10日労働省令第3号）第116条に規定する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給を受けた施設での勤務経験を「社会福祉事業に関する知識又は経験」として申請する場合には、勤務先等の欄に当該助成金の交付決定年月日を併せて記載すること。

別紙４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在
職員体制計画書
1　職員体制
	職名
	氏名
	年齢
	資格の種類
	専任・兼任
	常勤・
非常勤
	1か月の勤務時間数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


※「1か月の勤務時間数」は、短時間勤務職員について記入する。

2　保育従事者配置基準（居宅訪問型保育事業は除く。）
	基準上必要な保育従事者数
	配置人数（①＋②）
	

	
	
	常勤従事者数①
	非常勤（短時間）従事者数

	
	
	
	常勤換算数②
	（実人数）

	名
	名
	名
	名
	（　　名）


※「常勤換算数」=「短時間勤務従事者の総勤務時間数（月）」÷「就業規則等の常勤従事者の勤務時間数（月）」（小数点第1位を四捨五入）


別紙５
配置職員シフト表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月（予定）
	職種
	勤務
形態
	7:00    8:00
	9:00   10:00
	11:00  12:00
	13:00　14:00
	15:00  16:00
	17:00　18:00
	19:00　20:00

	氏名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非常勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




別紙６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

各室面積表
1　各室面積
	室名
	対象となる
乳幼児の年齢
	認可定員
	有効面積
（㎡）
	乳幼児一人当たり面積（㎡）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	



2　屋外遊戯場
	面積（㎡）
	2歳児以上定員数
	一人当たり面積（㎡）

	
	
	

	面積の内訳（㎡）
	敷地内
	
	代替地（　　公園）
	




別紙７
児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しない旨の誓約書

年　　月　　日
浦　添　市　長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあたっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

児童福祉法第34条の15第3項第4号の規定に該当しないことを誓約いたします。

児童福祉法第34条の15第3項第4号
次のいずれにも該当しないこと。
イ　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ロ　申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ハ　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ニ　申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者（当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。）又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業を行う者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組みの状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
ホ　申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいても同じ。）の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
へ　申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
ト　申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第7項の規定による事業を廃止した者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
チ　ヘに規定する期間内に第７項の規定による事業の廃止の承認の申請があった場合において、申請者が、への通知の日前60日以内に当該申請に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を行う者（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
リ　申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
ヌ　申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
ル　申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。

